
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

県内の感染状況が落ち着いたことから、「新型コロナウイルス注意報」を解除し、 

全圏域の感染警戒レベルを１に引き下げます。 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

１ 趣旨 

県内においては、新規陽性者が確認されない日が４日間（２月 10日～13日）継続

するなど、感染の状況は落ち着いており、直近１週間（２月９日～15日）の人口 10

万人当たりの新規陽性者数は 0.44 人と、全県の感染警戒レベル２の基準である 1.0

人を下回っています。 

このため、「新型コロナウイルス注意報」を解除し、全圏域の感染警戒レベルを１

に引き下げます。 

 

２ 県民及び事業者の皆様へのお願い 

未だ緊急事態宣言が発出されている地域もあり、今後、長野県にも影響が及んでく

る可能性もありますので、県民及び事業者の皆様は、引き続き感染防止に十分注意し

ていただくとともに、特に次の３点を遵守してください。 
 

１ 緊急事態宣言が発出されている地域（特定都道府県）との往来は控えて 

ください。                 （特措法第 24条第９項） 

２ 会食（自宅や職場等も含む。）の際は感染防止に十分注意してください。 

普段会わない方との会食は特に注意してください。 

３ 人との距離の確保やマスク着用、手指消毒等、基本的な対策を改めて 

徹底してください。高齢者や基礎疾患のある方は特に留意してください。 

 

※ 全圏域がレベル１となるのは、昨年 11月３日以来となります。 
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全圏域の感染警戒レベルを１に引き下げます 
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